
公告 第６３７号 

 

 

組合規程の一部変更について 

 

 

 平成３０年７月２７日付ＳＣＳＫ健発第３１３号をもって、以下の規程の一部を変更す

ることについて、関東信越厚生局長宛に届出したので、公告する。 

 

 

平成３０年８月１日 

 

ＳＣＳＫ健康保険組合 

理事長 小林 良成 

 

 

■変更する規程 

・ICT を利用したインセンティブ事業実施規程 

 

以上 



ICTを利用したインセンティブ事業実施規程 

新 旧 条 文 対 照 表 

 

新 旧 

「略」 

（適用事業所が実施するインセンティブ事業） 

第４条  適用事業所におけるインセンティブと

して、第３条に定める実施内容に加え、事業所

独自の健康ポイント（Ｐｅｐポイント）を付与するこ

とができるものとする。 

具体的な事業内容は、毎年度、適用事業所毎

に取り決めるものとする。 

（委託先） 

第５条         「略」 

（費用負担） 

第６条  健康ポータルサイトの利用料および第

３条に定めるインセンティブに係る費用は、委託

先からの請求に基づき全額組合が支払うものと

する。 

２ 第４条に定めるインセンティブに係る費用

は、委託先からの請求に基づき組合が立替え

たうえで、適用事業所毎に実費を請求するもの

とする。 

 

附 則  この規程は、平成３０年７月１日から施

行する。 

「略」 

新設 

 

 

 

 

 

 

（委託先） 

第４条         「略」 

（費用負担） 

第５条  健康ポータルサイトの利用料およびイ

ンセンティブに係る費用は全額組合負担とす

る。 

 

 


